
内
閣
衆
質
一
五
〇
第
二
一
号

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

森

喜

朗

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
植
田
至
紀
君
提
出
昼
夜
間
独
居
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
六
日
受
領

答

弁

第

二

一

号



衆
議
院
議
員
植
田
至
紀
君
提
出
昼
夜
間
独
居
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
受
刑
者
を
昼
夜
間
通
じ
て
独
居
房
に
お
い
て
起
居
作
業
さ
せ
る
処
遇
」
と
し
て
は
、
監
獄
法
（
明
治
四
十
一

へ
い

年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
十
五
条
に
規
定
す
る
独
居
拘
禁
及
び
同
法
第
六
十
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
軽
屏
禁
が
あ

り
、
こ
の
う
ち
、
実
務
上
、
前
者
に
つ
い
て
は
「
昼
夜
間
独
居
」
又
は
「
昼
夜
独
居
」
と
呼
ぶ
場
合
が
多
く
、
後
者
に
つ
い

て
は
「
軽
屏
禁
」
と
呼
ぶ
場
合
が
多
い
と
承
知
し
て
い
る
が
、
独
居
拘
禁
と
軽
屏
禁
の
両
者
の
総
称
は
な
い
。
な
お
、
法
令

の
定
め
る
処
遇
の
種
類
で
は
な
い
が
、
独
居
拘
禁
に
付
さ
れ
た
個
々
の
受
刑
者
の
性
向
及
び
行
状
等
の
具
体
的
事
情
に
応
じ

て
そ
の
処
遇
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
受
刑
者
ご
と
に
他
の
受
刑
者
か
ら
の
分
離
の
程
度
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
実
務

上
、
他
の
受
刑
者
か
ら
の
分
離
の
程
度
が
比
較
的
厳
格
な
も
の
を
「
厳
正
独
居
拘
禁
」
、
こ
れ
が
さ
ほ
ど
厳
格
で
な
い
も
の

を
「
緩
和
独
居
拘
禁
」
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

独
居
拘
禁
に
付
さ
れ
た
受
刑
者
の
処
遇
内
容
は
、
監
獄
法
施
行
規
則
（
明
治
四
十
一
年
司
法
省
令
第
十
八
号
。
以
下
「
規

か
い

則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
運
動
、
入
浴
、
接
見
、
教
誨
、
診
察
等
に
つ
い
て

は
、
雑
居
拘
禁
と
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
と
同
様
に
そ
の
機
会
を
与
え
て
い
る
。
他
方
、
軽
屏
禁
罰
の
執
行
を
受
け
て
い
る
者

一



の
処
遇
内
容
は
、
監
獄
法
第
六
十
条
第
二
項
前
段
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
例
え
ば
、
運
動
、
接
見
等
、
軽
屏

禁
罰
の
執
行
の
趣
旨
を
没
却
し
か
ね
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
制
限
し
て
い
る
。

独
居
拘
禁
の
対
象
者
及
び
こ
れ
を
定
め
た
法
令
は
、
別
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。
軽
屏
禁
の
対
象
者
は
規
律
違
反
行
為
を

行
っ
た
者
で
あ
り
、
こ
れ
を
定
め
た
法
令
は
監
獄
法
第
五
十
九
条
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
以
外
の
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
原

則
と
し
て
雑
居
拘
禁
又
は
夜
間
独
居
拘
禁
と
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

刑
務
所
（
医
療
刑
務
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
少
年
刑
務
所
の
本
所
に
つ
い
て
、
平
成
十
二
年
十
一
月
十
日
の
時

点
で
、
お
尋
ね
の
受
刑
者
の
入
所
日
か
ら
平
成
十
二
年
十
一
月
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
お
尋
ね
の
通
算
期
間
の
区
分
ご
と

の
各
施
設
に
お
け
る
人
数
は
、
別
表
二
の
�
及
び
二
の
�
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

刑
務
所
及
び
少
年
刑
務
所
の
本
所
に
つ
い
て
、
各
施
設
に
お
け
る
平
成
十
二
年
十
一
月
十
日
の
時
点
で
収
容
さ
れ
て
い
る

受
刑
者
の
人
数
は
、
別
表
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

二



各
施
設
に
お
い
て
二
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
通
算
期
間
が
最
長
で
あ
っ
た
者
等
に
つ
い
て
、
お
尋
ね
の
通
算
期
間

等
に
つ
い
て
は
、
別
表
四
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
平
成
二
年
末
及
び
平
成
七
年
末
に
お
け
る
二
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
者
に
相
当
す
る
者
の
施
設
ご
と
の

総
数
及
び
人
数
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
が
存
在
し
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

三
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